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６  会議の概要  

委員長    それでは、皆さんおそろいですので、ただい

まから自転車安全利用促進特別委員会を開会

いたします。 

高田  重信委員から、都合により欠席すると

の連絡がありましたので、御報告いたします。  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    まず、委員会記録の署名委員に、髙田  真里

委員、橋本委員を指名いたします。 

本日の協議事項は、富山市自転車安全・安心

利用促進条例（案）についてであります。 

前回の本委員会において、条例（案）の各条

項について意見交換を行いました。 

その中で、第２章の内容については、各会派

において一度持ち帰って検討いただくことに

なっておりました。 

また、正・副委員長において修正案を作成す

ることとした事項については、修正後の新旧

対照表及び変更理由を委員の皆さんに事前に

お配りしております。 

なお、事前に配付しました資料につきまして、

修正がございます。お手元の新旧対照表を御

覧ください。 
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新旧対照表のうち、前回の委員会で協議いた

しました第１条（目的）の４行目、被害者の

保護を救済とする点について、配付させてい

ただいた対照表は修正が漏れておりました。

おわびいたします。 

また、第３条（基本理念）第２項の表記を適

切なものに修正させていただきました。 

まず、第１条が救済になっておりますことを

御確認ください。それから、第３条（基本理

念）第２項ですが、日本語として回りくどい

言い方になっていたので、適切なものに修正

させていただきました。具体には、「自転車

が車両であり、交通の危険を生じさせる恐れ

のあるものであることを認識して」というふ

うに下線部を修正させていただきます。 

さらに、変更理由についても修正が反映され

ていなかったところがあります。第１条（目

的）の案１、案２について、前回、「市民等」

ではなく「市民」というふうにさせていただ

いておりましたが、市民等の「等」がまだ残

っておりました。  

以上、新旧対照表と変更理由を修正し、机上

に配付させていただいております。御確認く

ださい。 

それでは、まず正・副委員長修正案について、

私のほうから御説明をさせていただきます。  



3

新旧対照表と変更理由を比較しながら確認を

お願いしたいと思います。なお、両論があっ

たところについては、そのように表記してあ

りますので、後で議論をしていただきたいと

思います。 

まず、第１条（目的）でありますが、自転車

利用者を明記いたしました。２行目、「市、

自転車利用者、市民及び事業者の責務を明ら

かにし」となっております。 

それから、それぞれの義務規定を考慮し、「  

役割」とされていたものを「責務」といたし

ました。「役割を明らかにし」から「責務を

明らかにし」に変えさせていただきました。  

それから、ここは議論があったところかと思

いますが、最後から２行目、「安全な利用を

促進し」の後について、案を２つ御提示させ

ていただきます。  

案１は、広く目指すべき社会などを目的とし

て記載する場合、「もって市民が安全で安心

して暮らせる地域社会の実現に寄与すること

を目的とする」という表現になろうかと思い

ます。 

それから、安全確保を目的に明記する場合  

具体には、この後の各条項がそのようになっ

ておりますが  「もって市民の交通の安全確

保に資することを目的とする」ということで、
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案２を示させていただきます。  

方向性としては同じなのですが、さらに踏み

込んで、地域社会の実現ということまで書き

込むのか、この条例の各条項にある程度合っ

た形で、交通安全に限定して書くのかという

ことになろうかと思います。どちらになるの

か、また議論していただこうと思います。 

次に、第２条（定義）でありますが、第２号

に自転車利用者の定義を追加いたしました。

「自転車を利用する者をいう」としておりま

す。  

この括弧書きも含めてですが、旅行者等の市

内で一時的に自転車を利用する者を含むとい

うことになります。旅行者等を除く場合は、

自転車を利用する市民等という形になろうか

と思いますが、ここでは、一時的に自転車を

利用する者を含む自転車利用者ということで

定義を追加させていただきます。  

また、市内に通勤または通学する者について

は、この自転車利用者に包含されることから、

市民等の定義を削除させていただきました。  

次に同条第４号の学校ですが、現行では、幼

稚園児については対象外のため「幼稚園を除

く」としてありますけれども、案として３つ

示させていただきます。 

現行のとおりにする、あるいは案２として、
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幼稚園も教育機関であることから、幼稚園を

含めるという形、それからもう１つ、年齢に

着目した場合に、幼稚園を加えるのであれば、

保育施設も含めなければいけないという考え

で、案３のような定義が必要になってくるだ

ろうというふうに思います。そういうことで、

案を３つ示させていただきました。 

次に、第３条の基本理念についてです。第１

項ですけれども、これは前回議論があったよ

うに、２つに分けるべきではないかというこ

とで、第１項を自転車利用に係る利便性に特

化した形に修正し、目的との関連性から、第

２項に自転車が車両であることを明記したも

のであります。交通の危険を生じさせるおそ

れがあるというような表現で、自転車が車両

であることを明記させていただきました。 

第３項に、連携する者として、自転車利用者、

保護者、自動車等の運転者の協力がないと交

通安全が進まないだろうという議論があった

ということで、これを理念の中に加えさせて

いただきました。  

次に、第４条から第７条の条項の見出しです

が、「役割」から「責務」へ全て変更させて

いただいております。あわせて、「基本理念

にのっとり」と「基本理念についての理解を

深め」という２つの書き分けについて、「の
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っとり」については自ら制定した基準、規範

に従うという意味合い、それから「基本理念

についての理解を深め」は、市が制定した基

準、規範を理解して守ってもらいたいという

意味合いということで、県の条例もそのよう

になっていますが、使い分けをさせていただ

きたいと。つまり今回の条例では市は「基本

理念にのっとり」、その他のところでは「基

本理念についての理解を深め」というふうに

させていただければどうかと思っております。  

それから、個別に行きますが、第４条の市の

責務について、交通安全教育における条項の

市の部分などをここに持ってきてはどうかと

いう御意見もありましたが、第８条第１項や

第１１条第４項、第１４条第１項等での市の

責務規定は、それぞれの項目の中で市の具体

的にすべきことについて記載していますので、

第４条に集約する必要はないのではないかと。

それぞれ章立てし、個別具体化した内容が記

載されていますので、各条項で整理する、つ

まり現行のような形でも問題ないのではない

かという文書法務課からの意見でした。 

それから、同条第２項について、第３条第３

項に記載されている者の意見を反映させる形

とするということで、自転車利用者等も加え

た形で書かせていただいております。  
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それから、第５条（自転車利用者の責務）で

すが、自転車の安全利用に関する条例である

ため、自転車利用者の責務を明記いたしまし

た。これは旅行者等も含まれてきますので、

第６条（市民の責務）から「家庭及び地域に

おける」を削除した形で、自転車利用者の責

務を規定させていただきました。  

あわせて、第６条で、これまでは「市民等」

になっておりましたが、「市民の責務」とさ

せていただいております。  

あと、第２章については持ち帰って検討いた

だくということでしたが、第１１条でいろい

ろ議論があったところについては、３つの案

を示させていただいて、論点を整理したいと

思います。 

第１１条（乗車用ヘルメットの着用の促進等）

については、案１に現行のとおりという案を

示させていただきました。これは、ヘルメッ

ト着用等による転倒時などの被害を防止でき

ることが期待できるため、反応速度が落ちつ

つある高齢者に対して、家族が助言をするこ

とを努力義務と規定することは可能であると、

条例としては問題ないという文書法務課から

の回答でした。  

案２としては、これも議論がありましたが、

高齢者にヘルメットの着用をさせるのであれ
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ば全員に着用させなければいけない、もしく

は高齢者のヘルメット着用義務を規定しなけ

ればいけないのではないかということで、高

齢者のヘルメットの着用を規定した上で、家

族の助言も努力義務規定とするという書き方

が必要になってくるだろうということです。  

それから、案３については、この際、高齢者

に関する事項を削除し、ヘルメット着用に関

しては中学生以下の者に限定してはどうかと

いうことも書かせていただきました。この辺

は後ほど議論いただければいいかと思います。  

その他で、「取組み」に送り仮名「み」が入

っていましたが、名詞として使用する場合の

表記として、漢字だけの「取組」に統一させ

ていただいております。 

なお、これも委員会で議論がありましたが、

市外出身の未成年者の自転車利用者について

は、保護者が市外の者であることから、中学

生以下の者のヘルメット着用や保険加入の義

務化については、規定が及ばないものと今の

ところ考えられます。これについては議論が

あったので、一応改めて御説明をさせていた

だきました。 

ちょっと分かりにくい説明もあったかと思い

ますが、それについての質問や意見はまたお

聞きします。 
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本日は、先ほど申し上げましたように、第２

章の各会派での検討結果と、ただいま説明し

ました変更点について、委員の皆様の御意見

をお伺いしたいと思います。 

それでは、どなたからでも結構ですので、御

意見をお聞かせください。  

横野委員   自民党会派では、まず第１条（目的）につい

ては案２ということで一応結論を出しました。  

第２条（定義）についても、幼稚園も教育機

関であるから、幼稚園のみを含むという形で

案２でどうかということで結論を出しており

ます。 

第３条（基本理念）については、今、委員長

がおっしゃったとおりでいけばいいと。自民

党会派としてはそういう方向で結論を出して

おります。 

第４条から第７条の条項見出しや、基本理念

にのっとりとか、あるいは理解を深めという

ことは、こういう形の判断基準があるので、

その形で、そのままでいけばどうかというこ

とであります。  

第４条（市の責務）、これも現在提案されて

いる、現行どおりと。第５条（自転車利用者

の責務）も同じく現行どおり、それから第６

条（市民の責務）、これも現行どおりでいけ
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ばどうかと。 

第１１条の乗車用ヘルメットの着用の促進等

については、案１の現行のとおりで大丈夫だ

ろうということで、会派とすればそういう形

の結論です。 

委員長    第２章の検討結果も含め、そういうことです

ね。  

横野委員   はい。 

委員長    分かりました。  

ほかには御意見はございますか。  

東委員    社民党としては、今、横野委員から自民党案

として言われたことと同じで、第１条の目的

に関しては案２、「もって市民の交通の安全

確保に資することを目的とする」というもの

で結構です。 

第２条の定義は、案２の幼稚園のみを含むと

いう形でいいのではないかというふうに考え

ます。 

あと、案として出されたもので言うと、第１

１条は案１の現行のとおりで、政策の考え方

によるという文書法務課の見解もあることか

ら、社民党はこれでよしとしていいと思って
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おります。 

あと、文書法務課などに案文は見てもらって

いると思うのですが、条例ということになる

ので、法的なものとして、法令として適切か

どうか、内容として整合が取れているかどう

かということを、文書法務課以外にも、弁護

士などの法律の専門家に最終的に確認する必

要があるのではないかと。これは私たちには

できない作業だと思うのですが、そこまでさ

れることを要望いたします。 

委員長    ほかの会派の方はいかがでしょうか。 

誠政からコメントは何かありますか。  

橋本委員   目的については、安全確保を目的にすべきな

のかなというところで、案２ですね。  

定義については、幼稚園、保育所の違いを考

えて、案２でいいのかなと思います。  

この選択肢の示されるところで言えば、第１

１条はそれぞれの考え方があるなと思いなが

らも、このまま現行どおりにしてもいいので

はないかなという考え方です。  

委員長    第２章全体では何か御意見はございますか。 

橋本委員   第２章については特にないです。 
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委員長    共産党の小西委員は、御意見はございますか。

前回持ち帰りとなった第２章を含めてです。  

小西委員   今、自民党さんや社民党さんの言われたとお

りでお願いします。 

委員長    村上委員のほうから何か御意見はありますか。 

村上委員   まず、第１条の目的に自転車利用者は当然書

くべきであります。 

議員提出議案とするからには、私は案１の「  

安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄

与することを目的とする」ということが、柱

だろうなというふうに思っています。  

それから、自転車利用者の定義が必要かとい

うと、私は必要ではないと  自転車利用者と

いう日本語をわざわざ定義づける必要はない

と思います。 

それから、第４号については、教育機関であ

るため幼稚園のみを含むということであれば

確かに学校教育法上は、幼稚園は教育機関

で、最初の学校だと。しかしながら、保育所

や認定こども園も、保育指針などに基づくと

はいえ、教育をしているのです。かつては、

指導要領と指針というものに大きく差があっ

たけれども、今はほぼないわけです。幼稚園
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だけが教育をしていて、保育所は教育をして

いないということではないです。もしそのよ

うなことを言ってしまうと、恐らく保育所な

どから「違いますよ」と言われるような気が

しております。  

したがって、幼児にも教育をするのであれば、

当然案３にするべきだというふうに思います。  

それから、基本理念につきましては、連携す

る者として、これはこれでいい、修正したも

のでよろしいかと。 

第４条から第７条の見出しについて、私は「  

責務」とすることにこだわっておりますが、

全てを責務とするつもりはございません。自

転車利用者、それから自動車等の運転者、市

は当然責務だろうと思いますけれども、市民

に責務まで課す必要はないし、あるいは事業

者にも責務を課す必要はないと。書き方とし

ては役割でいいというふうに思っています。  

「のっとり」と「基本理念についての理解を

深め」は、私が前回言ったように全て「のっ

とり」がいいと思っています。  

それから、整理してほしいのは、旅行者とい

うのは一時立ち寄り者です。旅行、観光が目

当てで、ホテルに泊まって、一時的に自転車

を利用する者と、それからサイクリングをし

に来るという人もいるわけで、その点、どち
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らをイメージしておられるのか。もしかした

ら、皆さんの頭の中でごちゃごちゃになって

いるのではないかと思っています。 

サイクリングされる方は県外から来ようと自

転車利用者であるわけです。ですから、道路

交通法及び自転車に関する法律はどうしても

守ってもらわなければいけないと。しかしな

がら、地域で行われている交通安全教室に参

加する必要はないし、義務もないです。これ

は一般的な旅行者も同じであります。ですか

ら、そのあたりを整理しないといけないのか

なと思います。  

「市民等」をやめて「市民」と変えたのでし

たね。そうすると、県外から来ている大学生

は「市民」に入らないと。もし、住民基本台

帳に載っている者を「市民」とすれば、富山

市にいる同じ学生でも、まして地域に住んで

いても「市民」でないとすると、住民基本台

帳に載っている人と協力の仕方が違ってくる

ということになりますので、ちょっと問題が

あるのではないかなと  対象を「市民」だけ

にしてしまう場合ですね。  

このことと、さっき言った旅行者のことを考

えると、少し整理されたほうがいいというふ

うに思います。  

これは非常に定義が難しいです。何をしたい
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のかによって書きぶりが変わってくるという

ことですから、何をしたいのかをまず決めな

いといけないかなというふうに思います。 

委員長    ほかにはございますか。公明党はどうですか。 

松井 桂将委員 私としては修正案の提案側にもなっています

ので、問題ないと思っています。  

幼稚園についても入れるという形での表現と、

第４条から第７条について、「基本理念にの

っとり」は使い分けでいいのではないかと思

います。 

第４条、第５条、第６条については、現行ど

おりでいいと思います。 

第１１条についても現行どおりです。  

委員長    ほかは  第２章全体も大丈夫ですか。  

松井 桂将委員 大丈夫です。  

委員長    それで、今ほど村上委員から指摘がありまし

た、定義づけによって、どの条文がどういう

ふうに効果を及ぼすのかについて、事務局か

ら少し簡単に……。 

村上委員   もう１つだけ、目的の「責務を明らかにし」
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というところで、基本理念にも記載がある自

動車等の運転者こそ責務だと私は思っており

ます。自転車利用者、市、それから自動車等

の運転者は責務だけれども、その他は役割で

いいということで、この目的にも関わってき

ますから、その点も考えたほうがいいと思い

ます。 

役割と責務  つまり何をつくりたいのか、こ

の条例そのものがどういうつくりになってい

るのかということをちゃんと考えないと……。  

今ここで議論していることもそうですが、皆

さんの中でイメージがまだできていないし、

不確定です。市民等と市民との区別もついて

いないようですから、その辺をしっかりやら

ないとちゃんとしたものができないというふ

うに思います。  

委員長    事務局は答えられますか。先ほどの効果が及

ぶ点、範囲について、説明いただけますか。  

事務局長   まず、この条例の対象者をどこまでにするの

か、いわゆる一時立ち寄り者だとか旅行者は

対象にするのかしないのかということを協議

いただきたいと思います。  

あと、サイクリングに来られる方をどう考え

るのかです。旅行者の部類に入るというふう
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に考えればいいのかどうかは私にも分かりま

せんけれども、まずは旅行者や一時立ち寄り

者  例えば、市外の中学生がたまたま富山市

内の友達のところに自転車で遊びに来た場合

の保険加入やヘルメットのことなどをこの条

例で規定していくのか。それとも、そこはい

いのではないかというふうに考えられるのか

どうかです。そういったところも議論してい

ただければと思います。 

あと、市民の定義なのですが、例えばカラス

被害防止条例  カラスに餌をやってはいけな

いというような条例があるのですけれども、

その条例の「市民等」の中では、いわゆる市

民や通勤、通学者も含め、さらに、滞在者及

び一時通過者も含むというふうに定義してあ

ります。 

この自転車条例の中でも、市民等に滞在者や

一時通過者も含めれば、条例の対象者という

ことになってくると思います。  

まず、その辺りの人まで含めるのかどうかと

いうことを御協議していただければと思いま

す。  

委員長    今、修正案の中では、自転車利用者と市民と

いう分け方になっています。自転車利用者と

いたしますと、旅行者などの一時立ち寄り者
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も含まれているというふうに解釈できると思

います。 

一方、修正前の「市民等」の場合ですと、こ

れには一時立ち寄り者は含まれないというよ

うな解釈になってくるだろうと思われます。  

なお、「市民」とした場合は、これはあくま

でも住所を有する者が対象になってくると。  

基本的に、例えばこの条例の大きな柱の１つ

である保険加入に関してでありますけれども、

目的あるいは基本理念の関係から、被害者救

済ということを考えたときに、市内で自転車

を使っている者でたまたま市民ではないとい

う方が起こした事故に関して、自転車利用者

というふうに定義すると、その方々も対象に

なってくる形になるのかなと。  

そうすると、ある意味、救済するためには、

富山市に立ち寄る場合は保険の加入をお願い

しますという呼びかけを施策として行ってい

くという形になってくるのかなというふうに

思われます。 

一方、市民等という修正前の形ですと、そう

いった旅行などでの一時立ち寄りの方につい

ては含まれてこないというふうに考えられま

すので、そういう意味では、市外から来られ

た方が自転車事故を起こし、無保険だった場

合に、市民を救済するというところまではい



19

けないのではないかということは想像できる

かと思います。  

一方で、法の安定性というようなことを考え

たときに、住民票を有しない方々、一時立ち

寄りの方々まで含めた条例で果たしていいの

かと。市民を守ってあげたいというところが

あっても、そこまで踏み込んで条例の対象に

含められるのかどうかということも、私個人

としては議論の１つのポイントなのかなと。  

そういう意味では、今２つの論点をお話しし

ましたけれども、市民を救済するということ

を考えたときには、自転車利用者という形で

定義づけたほうがいいのではないかというふ

うに私は思います。 

皆さんからも御意見をいただきたいと思いま

す。  

小西委員   確かに、市外から来る人たちを  実際上、条

例にそう書いたからといって、本当に守って

いけるものかどうかという実効性の問題も１

つあると思うのです。そういう面では、修正

前のように、市民と市内に通勤、通学する者

ということに限定したほうが、実効性などは

あるのではないかなと、今、聞いてみて思い

ました。 
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橋本委員   今話をしているところと少しずれていったら

ごめんなさい。  

まず、資料のその他のところで、市外出身の

未成年者は云々、保護者は市外の者であるこ

とから、中学生以下の者のヘルメット着用や

保険加入の義務化の規定が及ばないと書いて

ありますけれども、定義の中の保護者のとこ

ろには、市内とは別に書いていないのです。

そうすると、市外にいても保護者は保護者と

いう考え方なので、今、どこをどう限定して

いくのかという議論であれば、まずここも整

理していかなければならないのではないかな

と思います。 

委員長    基本的には市の条例ですので、特に書き込む

ということはしないかもしれません。富山市

に住民票のある方のうち保護者と。 

橋本委員   保護者というところでもですか。 

委員長    そういうことですね。市外や県外の保護者に

この条例の効力を及ぼすことは難しいという

ことが考えとして１つあると思います。 

橋本委員   そうすると、文言の確認ですけれども、新旧

対照表の３ページ、市の責務の中で、第４条
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２項に……。 

委員長    新旧対照表３ページの市の責務ですね。 

橋本委員   市の責務の第４条第２項、「自転車利用者、

市民、保護者」と、保護者を別に書いてある

のですけれども、保護者は市民ではないのか

なと。 

こういったあたりを一つ一つ整理して  別に、

保護者と書かなくても、市民ではないのかな

と思って……。  

委員長    それについてお答えすると、未成年者へのヘ

ルメット着用努力義務規定あるいは保険加入

等のことについては、保護者自身の責務とし

て規定していますので、ここには市民とは別

に保護者という記載がやはり必要になってく

ると思います。  

橋本委員   取りあえず、文言を整理していかなかったら

やっぱり分からないかなと思って発言しまし

た。すみません。  

委員長    ほかに御意見はございますか。  

      〔発言する者なし〕  
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委員長    今ほどのことを整理しますと、修正案の中で

お示しした自転車利用者という書きぶりです

と、旅行者等も含まれてくるということにな

りますが、法の安定性といいますか、そうい

った方々まで条例の対象とすることができる

のかという問題と、小西委員がおっしゃった

ように実効性の問題ということです。  

イメージとして、そういった方々まで対象と

することが本当は望ましいのだろうけれども、

そこまではちょっと難しいかな、手前でやめ

ておこうかなというところの議論で  方向性

としては、皆さんはあまり差異がないのかな

というふうに思いますが、問題提起されてい

る村上委員はどうですか。  

村上委員   自転車利用者の責務として、交通安全に特化

した、交通安全のことだけ書いてあれば問題

ないということを私は言っているのです。 

ほかの条例もそうですけれども、道路交通法

にもう書いてあるようなことをたくさん並べ

て、自転車利用者の責務としているところも

あります。ただ、そこはそれだけなのです。

市の施策に協力しなさいというようなことは

書いていないわけです。 

だから、そういう仕分方で、自転車利用者の

責務の第２項は要らないのではないかなと。
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とにかく安全運転をしてくださいということ

が自転車利用者の責務ではないかという解釈

をしていかないと、ごちゃごちゃになってし

まうのではないですかということを言ってい

るのです。 

だから、サイクリストにしろ、旅行に来た一

時自転車利用者にしろ、市の施策に協力しな

いといけないとか、市民のように家庭でどう

こうということは関係ないのではないですか

ということで、自転車利用者の責務を、この

第５条を考えたらどうですかということを言

っているのです。  

そもそも、自転車利用者という者を皆さん想

像していますか。保険加入の件で言えば、ホ

テルなどの事業者から自転車をレンタルする、

借りる場合は、当然貸し出す事業者が保険に

入っています。ところが、サイクリストは自

分で自転車を持ってくるわけです。そうする

と、保険加入はその人の責任になるというこ

とですね。そのあたりは、サイクリストも一

時立ち寄り者なのでしょうが、全然イメージ

が違う、形態も違うということを皆さんイメ

ージしておられますかということを言ってい

ます。 

委員長    少なくとも私はイメージしていますが……。 
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横野委員   今、村上委員のおっしゃったことは重々理解

して、自転車を利用してサイクリングをして

いる人は当然分かったことだと思っています。  

今言われるように念を押されても  自転車を

よく使っている皆さんは、当然それを常識的

に分かっているものという解釈を私はしてい

ます。 

自転車利用者の責務について載せることにつ

いては、前回、村上委員が指摘したのではな

かったですか。載せればいいのではないです

かと言われたのではなかったですか。  

      （発言する者あり）  

横野委員   自転車利用者も載せるべきではないか、自転

車利用者の範囲が見えないからと言って、自

転車利用者の責務を改めて入れたのです。前

のときにそういう意見をおっしゃったような

気がするのですけれども、私、勘違いしてい

るかな。 

（発言する者あり） 

横野委員   責務のことを今言っていても  第２項を載せ

た現行の案でつくって、結果的にそれで不合

理なことは何かありますか。 
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村上委員   自転車利用者の責務を載せることは、私が言

ったことです。前は市民の中に含まれていた

ので、自転車利用者の責務は当然必要ですと。  

ただし、第５条の中に、市民ではない、要は

市外から来た人がしなければいけないことと、

富山市に住んでいる人の中の自転車利用者が

するべきことがあるから、第２項については

考慮が必要でしょうということを言っている

のです。 

横野委員   要するに、第２項の必要性はないということ

を言っているのですか。 

村上委員   市が実施する自転車の安全利用の促進に関す

る施策というものが何なのかということに関

わってくると思います。 

松井 邦人委員 今の話ですけれど、基本的に自転車専用ライ

ンなどが引いてあるところ  富山市の施策だ

ったり県の施策を守らなくていいというふう

に判断されるぐらいであれば  こういうこと

が書いてあることで担保されていくのではな

いですか。 

別にそれだからといって、入っているとおか

しいということでは全くないと思います。実

際、歩道に自転車のマークが書いてあります。
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それを守らなくていいのか。別に、これが入

っているから守る必要がないとか、入ってい

なかったら守らなければいけないとか、そう

いうことでも何でもないと思うので、これは

入っていても何の問題もないと思います。 

村上委員   矢羽根マークや富山市独自のルールというも

のは、旅行者、サイクリストも守らなければ

いけないことは当然でありますが、それだけ

ではこの第２項は読み取れないから、私は心

配しているのです。それは施策というよりも

ルールであって、どうも施策に協力するとい

うことではないというふうに読み取ったので

すが、違いますか。矢羽根マークのことを言

っているのであれば、施策ではなくてルール

だと思います。  

委員長    この条例の中で、市民ではない自転車利用者

に対する施策としては、例えば市外に住所を

有する人が通勤とかで富山に来られるときに

保険に加入しましょうと、具体的にはそうい

うことが想定されます。 

それから、保護者で市内に住所を持っていな

い人の話も先ほど出ましたが、そういった方

で、未成年の学生さんなどが自転車を利用さ

れる場合は、保護者自身は義務規定の対象に
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なりませんが、キャンペーンとしてといいま

すか、施策として富山市はこんなことをやっ

ていますよと、ぜひ協力してくださいという

ような関係はできると思います。  

村上委員   今、委員長がおっしゃったようなことは、旅

行者には関係ないのではないかと言っていま

す。  

委員長    お答えすると、例えばサイクリストが富山に

来ます。富山市は保険加入を義務化している

市だということのキャンペーンとか、そうい

うまちだということを発信していくことは施

策としてあってもいいのかなと。  

ただ、先ほど小西委員がおっしゃったように、

条例化するに当たり、実効性の問題として、

そこまで実効性がないのではないかという御

意見もありました。 

繰り返しになりますが、市民の救済、自転車

による事故の救済ということを考えていくと、

そういった旅行者の方に、富山市に立ち寄る

場合は保険に加入しておいてくださいと言う

ことは基本的スタンスだと思うのですが、条

例の実効性をそこまで保つのは難しいという

ことであれば、自転車利用者ではなくて、旧

の案でありました市民等、つまりその地域で
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自転車を利用する者というふうな表現、書き

ぶりに変えていく必要はあると思います。 

ですから、第５条第２項は、そういった意味

で、緩い努力義務規定で  もう１回繰り返し

になりますけれども、市民ではない方が自転

車で通勤、通学される場合に、保険加入の義

務化等の施策に協力してくださいということ

です。 

村上委員   保険については、第１２条に自転車利用者と

明確に書いてあるので、一時立ち寄り者であ

ろうがサイクリストであろうが、ここで担保

されているのではないですか。そのことを第

５条第２項で書く必要はないと思います。 

委員長    そこまで書く必要がないというのが村上委員

の意見ですね。  

村上委員   そうです。今、委員長は賠償責任保険の加入

を第５条に含みたいということでしたが、第

１２条にも自転車利用者ということが書いて

あるので、何も第５条に書く必要はないと。

むしろ、国で可決するかもしれない自転車の

安全利用の促進に関する施策というものは、

第５条では不要だと私は思います。 
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委員長    ほかに御意見はありますか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    この第５条第２項については、先ほど小西委

員からも御意見がありましたので、議論の余

地が少し  それについて議論をまた続けさせ

ていただきたいと思います。 

村上委員、方向性としてはよろしゅうござい

ますか。 

村上委員   ここは他の条例を見れば、非常に微妙なこと

だということが分かると思うのです。  

自転車利用者というものを定義していないと

ころもあったり  ほとんどの自治体が自転車

利用者の責務を定義しているのです。  

市の責務、市民等の責務、事業者の責務、関

係団体の責務と、責務がずっと並んでいてい

る中で、「あれ、自転車利用者の責務がない」

と思ったら、別の条で、市民等のうち自転車

を利用する者と改めて規定している市もある

わけです。 

ですから、この自転車利用者の責務は当然定

義しなければいけないですが、何回も言いま

すけれども、当然その意味合いとすれば、自

転車の利用そのもの、道路交通法及びその他
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の関係法令を守るという運転そのものについ

ての規定というふうになっていますので、こ

の第２項はちょっと違うなと。まして、委員

長がおっしゃった理由であるとすれば、第１

２条に書いてあるので、そちらで十分足りて

いるというふうに思います。 

横野委員   条例の言い方と言い回しによって、これが結

果的に生きるか生きないかということだと私

は思います。実施する施策などについて、富

山市はこういうふうにやっていますというこ

とを明記するのがいいのかどうかという問題

だと思うのですが、別に項目があるから必要

がないということではなくて、富山市の条例

ではこういったポイントがありますというこ

とを明らかにしてくれるのではないかと思い

ます。 

村上委員   そこで、市が実施する自転車の安全な利用の

促進に関する施策の中心になるのが、新しく

つくる、次期自転車利用環境整備計画です。

それを見ないで、施策が何かということを我  

々は今議論していて、委員長が賠償保険のこ

となどをお話しになるわけです。これとの連

携なくして条例はつくれないと私は思います。  

前にも言いましたけれども、新たな自転車利
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用環境整備計画を市が今つくっているわけで

すから、それを見ずして、この条例だけをつ

くりましょうというのは、私は  明確に言い

ます、反対です。こんなものはおかしい。皆

さんの議論を聞いていても、積極的につくろ

うというふうには……。そうでない方もいら

っしゃるような気がどうもしますから、本当

にこれをつくる気なのですかと、私は改めて

問いたいです。  

委員長がどうですかと何度もおっしゃっても、

なかなか積極的な答えが見えないような気が

しております。皆さん、条例をつくる気は本

当にあるのですか。 

横野委員   ヘルメットと保険の問題を中心に考えて、結

果的に条例ということについて取り組んでい

るわけです。逆に、例えば今、市が作成して

いる整備計画の中で、別に束縛があるわけで

も何でもないわけですよね。その話よりも  

そのことについては私は全くもって触れるつ

もりはありません。 

今、条例として進めていくのは、そういった

保険とかヘルメットのことについてだと思っ

ているのに、話がだんだんと、余計に複雑化

していっているような気がするのです。 

条例というのはどういうことなのかというこ
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とを  村上委員は、確かにすばらしいくらい

頭がいいから分かるかもしれませんが、そう

であれば、最初からこれには反対だと言って

もらえばよかったのです。何で、今までこん

な長い話をしてきて……。そういうことを今

言われても、私はちょっと理解できません。  

村上委員   第２条の定義のところで、教育機関であるか

ら幼稚園を含むとか、一方で私は、幼児は全

部含むべきだというお話をしております。そ

れには、富山市はどういうふうな施策をしよ

うとしているのかということが大事なのです。  

我々がここで条例を決めたとしても、今つく

ろうとしているこの計画の中に幼児が含まれ

ているのかどうなのかということは、非常に

重要な問題だというふうに思っています。 

そういうことがしっかりとこの委員会で当然

に話し合われていて、条例ができるものだと

いうふうに思っています。  

私は、市との関係性なくして条例がつくられ

ようとしていることに反対だと言っているの

であって、議論がしっかりと成熟すれば、つ

くるべきかどうかということは、その上で判

断すべきだというふうに思いますが、こうい

うものがないので、非常に難しい。材料がな

い中での話だなというふうに私は思っていま
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す。  

委員長    ほかに御意見はありませんか。  

村上委員   委員長、第２条はどうするのですか。 

今、どこの話をしていますか。  

委員長    今は第５条の話です。村上委員が第５条の話

をされたので、その話をしていたのです。 

自転車の利用に関する条例になってくるので、

当然のことながら、自転車利用者という形の

規定をあえて入れる必要があるのかどうかと

いう部分もありますが、ここは必要があるだ

ろうと。自転車の利用に関する条例としては

このほうがいいのではないかという判断をし

ました。 

村上委員   定義は必要  責務は書くべきです。だけれど

も、定義する必要はないだろうと言っている

のです。定義と言わなかったですか。  

委員長    定義  分かりますよ。分かるけれども、主た

る対象としては自転車利用者なので、あえて

ここは定義づけをしたほうがいいのではない

かということで、定義のところに書き換えた

ということです。  



34

言ってみれば、市民も住民票を有する者と書

くか書かないかというような  要らないので

はないかとか、それは分かっているからとい

うこともありますが、どこまでどう書くのか。

条例全体の書きぶりとしては必要になってく

るのではないかなということです。 

ある意味、村上委員がおっしゃった、定義を

規定するかどうかということよりも、条例全

体としては第５条第２項のほうが大事な話だ

というふうに私は思うのです。定義のところ

は、これは明らかだから要らないのではない

かといっても、これは議論でどうにでもなる

話ですが、第５条第２項などは、小西委員の

御意見もありましたように、基本的な骨格を

なすものですから、そこはしっかりと議論し

たほうがいいと思います。  

さらに言うと、昨年度の厚生委員会で市民生

活部と意見交換をしておりますが、自転車利

用環境整備計画の中に、例えば、４つの柱の

中で安全などということはある程度書き込ま

れますけれども、ヘルメットの着用とか保険

加入を義務化するという細かいところまでは、

書きぶりとしてなかなか難しいのではないか

という話もありました。 

むしろ、保険加入の義務化ということになれ

ば、まさしく条例でないとできない話です。
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自転車利用環境整備計画は政策の柱としてあ

りますが、条例化しないと施策は進まないだ

ろうと思われることに特化して今回議論が進

んできていると思います。  

ですから、条例の中身として、車両点検のこ

となど、いろいろなことを論じていましたが、

基本的には保険加入の義務化と中学生以下の

者へのヘルメット着用努力義務の２つがこの

条例の中の柱になっておりますので、その目

的が達成される条例になっているのかどうか

ということを議論すればいいのではないかと

いうふうに思います。 

その上で、一定の方向性を定め、市民生活部

ともう１回意見交換を  前回は自転車利用環

境整備計画の中身だけの話でした。先ほど言

った定義の細かいところは別として、この条

例全体の方向性として果たして妥当なものな

のか、市が今出している施策等に合致してい

るものなのかということで意見を聞く機会が

必要ではないか、そろそろ聞く必要があるの

ではないかというふうに思っているところで

あります。 

村上委員   富山県警察本部の参考人、それから市民生活

部に、不足している法令や条文はあるか私は

聞きました。ないとお二方ともおっしゃった



36

のです。しかしながら、委員長は、その政策

と一致するものであれば条例をつくりたいと

いうことでよろしいですか。 

委員長    一致するという意味がちょっと……。 

村上委員   つまり、ずれない、外れないと。その政策と

整合性があるものについては条例として定め

たいというふうにおっしゃったと取っていい

のでしょうか。  

委員長    方向性として大きく外れていなければ、制定

していきたいという考えです。  

あと、議員提案の条例というものは  例えば

当局が提案する条例というものは、法の安定

性などに相当配慮していかなければいけない

と。一方で、法の安定性には解釈の幅がかな

りあります。 

法の安定性を気にするあまり、一般的になか

なか踏み込めないというところを議員提案で

条例化するというようなことなのだろうと。

議員提案で行う意味合いの１つとしてはそう

いうことがあるのかなと思っています。 

現時点では、様々な理由があって、県の条例

では保険加入の義務化までは踏み込んでいま

せんけれども、それについてはやはり議会と
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して必要があるということであれば、議員提

案として進める理由はあるのかなと。  

村上委員   ということは、市当局が必要としなくても、

議会が必要だという結論になれば、つくると。

法の安定性などのハードルが違うということ

で、つくるという気持ちということですか。  

委員長    方向性が大きく外れなければ、それはそうい

うふうにしていきたいというふうには思って

います。 

これが市の目指す方向と全く違う、真逆の条

例だということではありませんし、例えば国

にしても標準条例案を示している  これは都

道府県に対してですけれども  ということを

考えると、大きく外れるものではないだろう

という認識であります。 

村上委員   ちょっと話がずれてきますが、大事なところ

なので申し上げますと、市の施策とずれない

からつくるのだということであれば、地場産

農産品を使いましょうという条例もできるわ

けなのです。日本酒で乾杯条例をつくりまし

ょうと言ってもできるわけです。  

その程度でいいのかということです。法の欠

缺があって、この条例はどうしても必要だと
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いうことで初めて条例をつくるべきであって、

市の施策とずれないからつくってもいいとい

うことにはならないのです。それは１つの要

件ではあるけれども……。  

本当にこの条例が、これがないから市の施策

を実行できないなどということが非常に重要

なボーダーラインだというふうに思っている

ので、そのあたりも含めて考えるべきだとい

うふうに私は思います。 

では、最初から反対していればいいのではな

いかという意見がございましたが、私はずっ

と消極的でありました。しかしながら、議論

の行く末を見ながら、理由があれば当然つく

るべきだという姿勢でありますから、この議

論の流れを見ながら、反対になったとしても、

それは全然構わない話であります。 

熟議によって意見が変容するということがな

ければ、議論の意味がないです。最初から賛

成、反対ということで決めるのであれば、そ

れは数を数えるだけであって、議会は全く意

味をなしません。賛成が反対になろうと、反

対が賛成になろうと、それは全く構わないこ

とだというふうに思います。それが議会です。  

委員長    ほかに御意見はありますか。 
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      〔発言する者なし〕  

委員長    今、村上委員から、条例化についていろいろ

な御意見がありました。 

ただ、本委員会のある程度の方向性としては、

ほかの会派の皆さんからは、条例案としては

大体こういう方向性でいいのではないかとい

うような御意見がほとんどだったかと思いま

す。  

村上委員からお話がありましたけれども、こ

の際当局との  今、自転車利用環境整備計画

のことを具体的におっしゃいましたけれども、

整備計画も含めてもう少し広く、自転車の施

策と我々が検討している条例との、ある種の

突き合わせといいますか、当局の意見を聞く

こともそろそろ必要になってくるのかなとい

うふうに思います。 

今日頂いた意見を少し整理して、中間案とい

うような形で当局と意見交換をさせていただ

くことを私のほうから提案させていただきた

いと思いますが、方向性としていかがでしょ

うか。 

村上委員   それにしても、幾つかのところで意見がまと

まっていないわけです。 

例えばさっきも言いましたように、第２条の
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中で幼稚園について含めるか含めないか。私

は保育所まで含めるべきだと思うわけですが、

教育機関であるために幼稚園のみ含めるとい

うことは、さっき言いましたように現状に合

っていないわけです。その点はどのように考

えられますか。  

委員長    私としては  保育所あるいは認定こども園等

でも確かに教育は行っています。幼保一元化

の流れで保育士と幼稚園教諭の両方の免許を

取った先生たちも配置されています。先ほど

言われた保育指針等との関係も承知をしてい

ますけれども、基本的には、保育所、認定こ

ども園等は家庭の保育を支援し、共同で子育

てに当たる１つの機関だというふうな認識で

あります。 

例えばこの条例で言うと、学校の長と同じよ

うに、保育所あるいは認定こども園の長にこ

ういった交通安全教育を担わせるのでなくて、

あくまで主体は家庭で、一体となって保育を

行うと。そういう意味では、サポート的にそ

ういった教育をしていただければいいのかな

と。  

参考人として小島会長をお呼びしたときも、

いろいろと義務化したら各園ではなかなか対

応が難しいのではということもおっしゃって
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おられました。  

個々の園でやっていらっしゃるところもあり

ますが、あくまでも家庭、保護者のほうに、

そういったものを負わせていくほうが適切な

のではないかなということです。年齢ではな

くということですね。 

村上委員   そうすると、なぜ保育園ではできなくて、幼

稚園ではできるのですか。  

委員長    禅問答のようになりますが。 

村上委員   保育士さんはできないけれども、幼稚園の先

生はできると。  

委員長    できる、できないの能力の問題で保育園がど

うと言っているわけではなくて、子育てを支

援する機関ということに着目して保育所ある

いは認定こども園の機能、役割というものを

考えたときに、むしろ保護者が中心となって、

子育てサポートの一環として、自転車の安全、

交通安全全体に取り組んでいくほうがふさわ

しいのでないかという認識です。  

ですから、幼稚園教育とか保育士さんの能力

に着目したものではないです。その機能に着

目したもの、個々の機能に着目したものでは
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ないということです。 

村上委員   そこは学校教育課長とは意見が違うというこ

とになりますね。前回、保育所が入っていな

いのはどう思いますかと言ったら、入ってい

るほうがいいと思いますとたしか言われなか

ったですか。 

委員長    幼稚園は含まれても問題がないということで

すね。 

村上委員   幼稚園は入れると言われたのでしたか。 

委員長    はい。  

横野委員   条例を検討するということでこの委員会が立

ち上がったのです。そして、条例案に基づい

ていろいろと意見交換してきたわけですけれ

ども、村上委員は全てでこれは駄目、あれは

駄目と言われるので、そうしたら、条例をつ

くる必要性がないということを村上委員は主

張したいのですか。 

村上委員   これは討論してもいいのですか。 

委員長    討論する場ではなくて意見交換の場です。  
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村上委員   そもそも、この条例については、私が議長の

ときにつくったらどうかということを自民党

に投げかけたわけです。それで、私が議長を

辞めてから御提案がありました。この間に、

県のほうで自転車活用推進条例ができました。  

これをもって、市で条例をつくるという意義

はほぼなくなったというふうに私は思ってお

りますが、自民党のほうから、高田政調会長

が各会派へ条例案を持って回られて、いきな

りパブリックコメントしたいというお話だっ

たというふうに思っています。非常に唐突で

ありましたし、条文の不備もたくさんありま

した。 

その条文を直すために、松井  邦人委員とも

随分話をしました。ところが、どうも私の思

いとは違う方向へ走っていっているというふ

うに私は感じ始めておりました。  

あくまでも自民党案、その次には厚生委員会

案というものを中心として進めるというふう

に皆さんでお決めになったわけです。私はま

ず柱からということを何回も申し上げており

ます。何をやりたいのかということが定まっ

ていなければ、条例案をあっちこっち触りな

がらつくっても、全く、それこそ腰が座って

いないことになっていくと。まさに今がそう

ではないですか。条例の一つ一つを私がつつ
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いているように見えるけれども、それは厚生

委員会案を基にするからこうなるのですよ。

何をやりたいのかがはっきりしてないからで

す。  

      （発言する者あり）  

村上委員   そのところをしっかりと  私に意見を求めた

から、私はしゃべっているのです  しないか

ら、柱がないから、ここがおかしい、それが

おかしいという話をしなければいけないわけ

ですよ。 

今、全てにおいてそうではないですか。旅行

者、一時立ち寄り者の話もしなければいけな

いし、定義も触らなければいけないというこ

とになっているわけで、本当に何をしたいの

かということを決めないからこうなっている

ということも私は指摘しておきたいと思いま

す。  

まして、富山県警察本部も市当局も、さっき

言ったように要らないと言っているものをつ

くるとすれば、相当な必要性というものを我  

々は考えないといけないです。これは市との

関係において、市が実際に条例を運用してい

くに当たって必ず問題が出てくるというふう

に思います。 
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私の態度を気に入らないと思っておられるか

もしれませんが、私は正論だというふうに思

って申し上げています。 

横野委員   今、村上委員のおっしゃったことについては、

ある程度理解はしますが、自転車安全利用促

進特別委員会がつくられて、案を手直しする

という進め方を現在していますよね。  

結果的に、市民生活部が出そうとしている自

転車の計画はあるのですが、私もはっきり言

って、特別委員会として市民生活部を呼んで

聞けばいいのではないかと思っていたけれど

も、厚生委員会が優先だと言われるから、余

計なことは言わないと思ってきたのです。そ

のあたりの市民生活部との話合いというよう

なことは  昨年度の厚生委員会での意見交換

には私は一切出ていませんが、そのときに市

民生活部が中心に入っていたと聞いています

ので、当然そのことは理解されているものと

いう思いで、この条例をつくるということを

前提に、私は委員として進めていたわけです。  

だから、その筋道は、私は間違っていないと

思っているのです。やめる、やめないとか、

あるいはこの条例は納得がいかないなどと言

われ出すと、今までの議論は何だったのかと

いう話なのです。  
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今、骨子が見えないと言われました。申し訳

ないですが、この自転車の条例をつくって、

結果的にヘルメットと保険加入の問題をある

程度クリアできればいいという理解を私はし

ていただけなのです。どうもそれだけでは浅

はかだということが、村上委員の言い分だと

私は理解したのですけれども、今の条文の中

である程度クリアできるのではないかと、こ

れで条例としてうまくいくのではないかとい

うふうに思っていたのです。 

私、間違っていますか。皆さんの意見はどう

ですか。 

金谷委員   私はこの特別委員会から議論に参加していま

す。村上委員のおっしゃることも分かります

けれども、今この委員会の中で、目的は十分

明確になっていると思いますし、柱も十分明

確になっていると思います。私の認識が違っ

ていたらあれですけれども、もって市民の交

通の安全確保に資することが目的だと。おっ

しゃるとおりだと思いますし、保険加入義務

化とヘルメット着用と交通安全教育を柱にし

て、それぞれの役割を明確にし、進めていこ

うと。 

柱がずれていなくて、やりたいことは結構明

確なのではないかと。私は昨年度の厚生委員
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会の委員ではなかったのですけれども、今こ

の委員会の委員になって、これで進んでいる、

何も問題ないと思っているのですが、どうな

のでしょうか。  

委員長    どうなのでしょうかと私に聞かれたのですか。 

繰り返し私が申し上げているとおり、保険加

入の義務化、それから中学生以下の者へのヘ

ルメット着用努力義務化というものは、厚生

委員会のときから、柱の１つだというふうに

ずっと認識をして、議論に参加しておりまし

た。  

村上委員がおっしゃるように、県のほうで条

例をつくられましたが、保険加入が努力義務

規定であったと。その後県議会でも議論があ

ったようでありますが、義務化しないという

ことですので、やはりこの際、市のほうでは

条例化して、保険加入の義務化については何

としてもしなければいけないのではないかと

いう認識であります。 

あと、繰り返しになりますが、厚生委員会で

の案から、自転車の整備ですとか相当いろい

ろな部分をそぎ落として、議論の柱としては、

保険加入の部分とヘルメット着用の部分にな

っているのではないかというふうに理解して

いるところであります。 
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金谷委員   私も今委員長がおっしゃったとおりだと、だ

から、ほかでは書き切れないこともここで絞

って書いているのだと思っています。  

市民生活部がつくる整備計画は自転車全体を

網羅しているもので、その中で書き切れない

ことや県のところでは網羅し切れないことで、

方向性はずれていないけれども、これはそれ

だけの役割だというふうに認識しています。  

だから、目的も非常にシンプルになって明確

になっているし、対象者も今十分明確になっ

たし、定義も理解できると。役割なども大変

シンプルに、明確になったと私は思っている

のです。 

そこに、こっちも入れる、こっちも入れると

言うから、話がだんだんややこしくなってい

くので、この委員会から参加している私の見

解からすると、今、委員長がおっしゃった保

険加入やヘルメットのこと、交通安全教育、

それらの柱は全く分かりやすくなっていると

思います。意見です。 

村上委員   今おっしゃったのは  ヘルメットをかぶりま

しょうだとか、交通安全に気をつけましょう、

教育をしっかりしましょうというのは、柱と

いうか、それは世間、どこでも通用する話で

す。それを条例に落とし込むときに、しっか
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りとしたものがないので、今みたいにここま

で議論が続いているわけですよ。  

では、ヘルメットをかぶるというところで  

厚生委員会での議論で、アドバイスというか、

ヒントを私から出したかどうか分かりません

が、ヘルメットを着用するという努力義務を

市民全員に課す覚悟があるのかないのか、そ

の範囲を定めることは柱なのかと。ヘルメッ

トをかぶりましょうということは、誰でも言

える話ではないですか。どこまでの範囲にす

るのかということが明確でなくて、どうして

我々は市民に努力義務というものを課せるの

ですか。どういう理由で課すのですか。どう

説明するのですか。なぜ、市民全体にヘルメ

ットの着用努力義務を課さないで、この条例

をつくろうとするのかということを答えてほ

しいと思います。  

ヘルメットをかぶることが安全に資すること

だとすれば  私は言ったことがあるのですが、

委員の皆さんがヘルメットをかぶって自転車

に乗るのですか。もうヘルメットを買いまし

たか。私は自転車に乗らないから大丈夫だ、

そんな覚悟でいいのですか。 

（発言する者あり） 
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委員長    厚生委員会からの議論の中で、ヘルメット着

用については全市民を対象とするというとこ

ろがスタートとしてあったと思います。それ

が理想的な社会だと。ただ一方で、利便性を

阻害するおそれがあるというところで、なか

なか自分で安全を守れない子どもたちには、

せめて努力義務規定でというようなところで

落ち着いてきたと私は認識をしています。 

なので、覚悟ということをおっしゃいました

が、覚悟で条例をつくるものではないと。そ

の議論の中で、そうやって集約していったの

です。自転車の利用の促進との兼ね合いで、

それをすると利用促進を妨げる、ただ、子ど

ものうちからそういった習慣づけをしていく

ことで、将来、市民がヘルメットをかぶって

自転車に乗ってくれるような社会をつくると

いうことなのだろうと私は思っています。 

村上委員   その前に、委員の不規則発言、それから私に

対する発言の取消しを該当の委員にさせてく

ださい。議事録から削除してください。 

委員長    指名した上での発言ではないので、議事録に

は載らないかと。  

議事録に残る発言ではないので、訂正や取消

しの必要はないというわけです。  
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議事調査課長 委員長の許可を得て発言したものではありま

せん。 

村上委員   そうであれば、今後、不規則発言をしないよ

うに注意をしてください。  

委員長    松井  邦人委員に申し上げます。不規則発言

は慎んでください。 

松井 邦人委員 分かりました。  

委員長    ここまでの議論の中で、村上委員と他の委員

との意見の違いとしては、学校の中に幼稚園

を含める含めないというよりも、保育所など

も含めていったほうがいいのではないかとい

うことだと理解しております。それはよろし

いですか。 

村上委員   それこそ富山市に幼稚園、保育所は多くあり

ますから  幼稚園は私立が多いわけでありま

すけれども、保育所については富山市立が多

数あるので、富山市がどのように考えている

のかということ  先ほどから何回も申し上げ

ているように、自転車利用環境整備計画を遵

守するというところで、どのように位置づけ

しているのかと。  
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交通安全教育指針とか、法にも定められてお

りますので、幼稚園、保育所の幼児であって

も教育はできるわけであります。  

また、年齢に応じた教育というものを  委員

長もデンマークへ視察に行って聞いてきたは

ずです  幼児から教育をしているということ

もありますから、それを含めるということで

す。もちろん含めていない自治体もあります

けれども、含めるという方向が富山市として

必要なのかどうかということで、それこそ市

当局と協議をしながらつくるべきだというふ

うに思っています。 

委員長    そのほか、第４条から第７条の条項見出しに

ある責務  「理念にのっとり」あるいは「理

解を深め」ということについては、柱といえ

ば柱でもありますけれども、用語の使い方は

文書法務課とも今後詰めることとします。 

役割と責務の使い分けを村上委員のほうから

提案されておりましたけれども、方向性とし

ては、それほど大きい違いはない。むしろ保

育所の部分については大きく違うなと思うの

ですけれども、それについてはいかがですか。  

村上委員   責務と役割については、先ほどから言ってい

るとおり、言葉の重さは違うと思っています。
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自転車利用者、市、それから自動車等の運転

者は責務だろうというふうに思っています。

その他は役割でいいのかなというふうに思い

ます。 

どちらかというと、責務というものを市、自

転車利用者、自動車等の運転者に課すという

ことが明確であればそれでいいと思います。  

委員長    それから、第２章の具体な部分では、大きな

違いはなかったのかなというふうに思います

が、皆さんいかがですか。  

こちらから複数案提案させていただいたもの

としては、議論のあった高齢者のヘルメット

着用についてでありますけれども、ここにつ

いては概ねほとんどの方は同じ意見かなと思

いますが、確認をさせてください。 

村上委員   第２章の、高齢者のヘルメット……。 

委員長    乗車用ヘルメットの着用促進等です。 

村上委員   資料では問題ないと書いてありますけれども、

先ほどから申し上げているとおり、みんなに

はかぶる努力義務がないのに高齢者だけに特

化して助言をするというのは、家庭では非常

にやりにくいなと。いきなり助言というのは
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必要ないというふうに思います。  

富山市において、６５歳以上の方あるいは高

齢者がヘルメットをかぶっていれば助かった

という事故はどれぐらいあるのですか。つま

り、そこが利便性との兼ね合いになるわけで

す。事故がほとんどないのに、かぶるという

ことを果たして助言していいものなのかどう

かということです。この点については、それ

こそデータはあるのですか。 

委員長    手元にはそういったデータはありません。む

しろ、高齢者に対する啓発的な条文かと思っ

ています。 

啓発的な条文については、市の施策等の絡み

の中で、既にそれをもう十分やっているとい

うことであれば、省くことはあってもいいの

かなと思いますけれども……。  

ここでは「ヘルメット着用等により」という

ふうに書いてありますので、ほかの手段、交

通安全に資する手段、器具の装着なども想定

されるのかなと思います。  

村上委員   ヘルメット以外の、例えばプロテクターを肘

や膝につけるというのはヘルメット以上に抵

抗があると思うのですが、そのようなことを

おっしゃっているのですか。 
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委員長    例えば、これは反射材のところで議論があっ

たように、そういったものをつけるといった

ことも含めての助言だというふうに理解して

います。 

村上委員   高齢者に対するヘルメット着用規定なり、着

用の助言というのは、私は賛成できません。  

委員長    今、意見の大きな相違点としては、いわゆる

未就学児に対する交通安全教育の部分、それ

から高齢者のヘルメット着用等の助言に関す

るところが大きな意見の隔たりとしてあった

かと思いますが、その他については、概ね相

違がないのではないかと思います。 

今ほど村上委員から御指摘があった、保育指

針や交通安全指針の中でどういうふうに位置

づけされているのか、あるいは条例全体のこ

とについて、ある程度議論が煮詰まってきた

ところでもありますので、もう一度、市民生

活部と自転車利用環境整備計画  繰り返しに

なりますが、市が掲げる自転車の交通安全施

策全般との整合性等も見ていく必要があるこ

とから、本日一致していない点も含めた両論

併記という形になりますけれども、次回の委

員会で市民生活部の意見をお聞きしたいなと

思いますが、いかがでしょうか。  
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしということですので、日程調整を

させていただいた上で、次回の本委員会にお

いて市民生活部との意見交換を行いたいと思

います。 

日程調整については、また議会事務局のほう

から委員の皆さんのほうに個々にお伺いして

調整させていただきたいと思います。その上

で、次回の開催日程については正・副委員長

で協議の上、御案内をさせていただきたいと

思います。 

これをもって、本日の自転車安全利用促進特

別委員会を閉会させていただきます。  
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